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· こども家庭審議会幼児期までのこどもの育ち部会保育専門委員会（第９回）が開催される（こども家庭庁）
令和8年5月29日、こども家庭庁所管の「こども家庭審議会幼児期までのこどもの育ち部会 保育専門委員会（以下、保育専門委員会）（第９回）」および文部科学省所管の「中央教育審議会初等中等教育分科会教育課程部会 幼児教育ワーキンググループ（以下、幼児教育WG）（第８回）」が合同開催され、「あけぼの愛育保育園園長」の立場で委員として参画している本会の北野久美副会長が出席しました。
今回は、最後の論点事項となる「表形式化」「各幼稚園・保育所・認定こども園を支える地域の体制の在り方」とあわせて、保育指針・要領等の改定に向けた「とりまとめ（案）」についての議論が行われました。
北野副会長からはとりまとめ（案）も含めて、以下の意見を述べています。
	【「とりまとめ（案）」について】　　　　　　　　　　　　　　　　　　※事務局要約
とりまとめ（案）について6点の意見を申し上げる。
意見1. 0歳からの学びのつながりをより考慮した表現
資料3「とりまとめ（案）」にて示された4、5頁「1.現行の成果・課題を踏まえた改善の方向性」のなかで、「0歳からの学びのつながり」という、0歳からの小学校就学前までの学びのつながりが図られるようにという視点が記載されたことに感謝する。
そのうえで、1点目について、7頁「3.内容の改善の在り方」のなかの「0歳からの学びのつながり」では、「0歳児」「1～2歳児」「3歳以上児」という表記上の括りがある。続けて、「言葉を用いて考える力の基礎の育成」では、「0～2歳」「3歳～5歳」という括りになっているが、年齢の括りで考え方が分断されることのないように配慮が必要である。たとえば、0歳児の喃語から2歳児後半では語彙が急激に増えたり、3歳児の対話がスムーズにいくところなど、そうした育ちの課程のなかで大きな変化があり、支援のあり方も異なる。分断されることがないようにあらためて「0歳からの学びのつながり」が意識できるような記載にしていただきたい。
[bookmark: _Hlk230794288]意見2. ICTの活用に関する配慮
2点目、8頁「4.指導・評価の改善充実の在り方」に、「ICTの活用と留意点」とある。ICTの活用にあたっての留意点として、「直接的・具体的な体験を阻害する活用とならないこと」との記載はその通りである。一方で、「障害のある乳幼児への指導においては、ICTは効果的に活用できるツールであること」の記載がある。現場では子どもの特性に応じたICTの活用方法があるので、「障害のある乳幼児」に限定するのではなく、たとえば「障害のある乳幼児への指導においても」や、「子どもの特性に応じて」等の記載を工夫する必要がある。
意見3. 長時間保育を受ける子どもへの配慮
3点目、9頁「5.保育所及び幼保連携型認定こども園における養護等の改善充実の在り方」に、「1日の中での活動の時間のつながりへの配慮」とある。そのなかでも「特に３～５歳児を対象として、幼児の実態を踏まえ、発達を援助することを意図した主体的な遊びを中心とする活動の時間を設定すること」とあるが、「1日」のどこの時間帯を捉えているのか。保育現場では、長時間開所していることもあり、11時間以上園で生活をする子どももいる。そもそも長時間保育に関する検討も必要だが、1日の中での活動や生活自体のとらえ方について、解説書等での解説も視野に入れて、記載がもう少し必要ではないか。
意見4. 「養護等の改善充実の在り方」の記載の順番
4点目、引き続き9頁の論点については、保育専門委員会単独でのとりまとめとなっており、資料上の順番としては後方に配置されているが、子どもの育ちには養護と教育の視点が必要であり、子ども一人ひとりに寄り添って、その発達段階に応じた提供が必要となる。保育はこれまで『アタッチメント（愛着）』を基盤として、人や環境との出会いの中で、豊かな『遊びと体験』を提供してきた。この「取りまとめ（案）」に「保育所及び幼保連携型認定こども園における養護等の改善充実の在り方」を盛り込んでいただいたことは評価するが、本来、子どもの育ちには「はじめの100か月の育ちビジョン」にもあるように、養護を基盤とした育ちの保障が必要である。生命の保持・情緒の安定はあたり前のこととして捉えて記載がないのかもしれないが、そのあたり前としての前提が消えないように、施設類型にかかわらず「すべての子どもの育ちの基礎に養護がある」ということを明確にし、この頁全体を資料の前方に配置いただきたい。12頁にも取りまとめ案の概要があり、養護という項目として後方に配置されているが、養護がすべての育ちのベースであることから前方に配置することが望ましい。13頁以降に、子どもの育ちが補足イメージとして図表化されており、養護がそれらの育ちを包括するものなのか、ベースとなるものかは検討が必要であるが、図のなかにも養護に関する視点が重要であると考える。
意見5. 「地域の体制」「連携・支援」「園を支える」等の文言の整理
5点目、11頁「8.家庭や地域との連携・支援の在り方」では、子育て支援等における地域との連携のあり方について言及されている。一方で、今回の論点のひとつである「9.各幼稚園・保育所・認定こども園を支える地域の体制の在り方」では、現場を支える地域の体制のあり方という視点のはずが、「資料2」で詳細を見ると、「幼児教育センターの整備」が主たる例にあがっているように、「幼児教育を行うため」の地域の体制づくりといった「教育」の観点が強くなっている。実際、現場では地域の様々な関係機関と連携していることから、この両項目で示されている「地域の体制」「連携・支援」「園を支える」とは何を指しているのか、それぞれの言葉の整合性は取れているのか。捉え方の整理も含めて丁寧に説明する必要がある。
意見6. 三要領・指針の一本化
最後の6点目、乳幼児期の育ちは人生の基礎となるものである。こども家庭庁が創設されて以降、初の指針・要領改定となるため、資料冒頭にも記載があるように施設類型にかかわらず、乳幼児教育の充実が求められていることや、0歳児からの学びの支えが重要であることなどを踏まえると、三要領・指針を一本化することを求める。他委員も三要領・指針ごとの言葉の違いを指摘していたが、0歳からの子どもの育ちを支えるすべての人たちが一本化した要領・指針を共通の柱として、保育をすすめられるようになることを望んでいる。


北野副会長も言及した、今回のとりまとめ案の養護に関する記述については、他の委員からも、「0歳からの園生活における遊びを通した子どもの学びの基盤として養護があることや、それに対する適切な援助や応答的なかかわりがどのように具体的にもとめられているのかを示したほうがいい」「言葉を用いて考える力の基礎としては、0歳児からの学びのつながりは非常に重要である。それを踏まえると乳幼児教育において優先的に考えたいのは、情緒の安定・生命の保持の確保である」といった意見がありました。
次回、6月5日の合同検討会が最終開催となり、その後、中間のとりまとめが公表される予定です。
本委員会の資料や詳細はこども家庭庁ホームページをご参照ください（本委員会の動画も公開されています）。
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